
令和７年8月1日以降の
令和６年12月２日より、保険証の新規発行・再発行がされなくな
り、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)で
の受診を基本とする仕組みへ移行しました。群馬県内の市町村国保
が発行した保険証の有効期限は最長で令和７年７月31日までのた
め、８月１日以降の受診方法をご案内します。

マイナ保険証を利用するとさまざまなメリットがあります
●データに基づくより良い医療が受けられます
●手続きなしで高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されます
●確定申告時に医療費控除が簡単にできます

群馬県市町村国民健康保険

国民健康保険の受診方法

マイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。

※資格情報のお知らせやマイナポータルの資格
　情報画面だけでは保険診療は受けられません。
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